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彩都東部地区地権者協議会（以下「当協議会」と呼びます。）の会員の皆さまには、当協議会の

活動について、平素よりご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

令和 7 年 7 月 1 日（火）に、茨木市文化・子育て複合施設おにクル会議室において、第 1２回

総会を開催し、協議会会員２5 名の方にご出席いただきました。 

総会では、令和６年度活動報告のほか、決算および監査についてご報告いただき、議案第 1号「彩

都東部地区地権者協議会役員の変更について」と、議案第２号「令和７年度活動計画及び予算計画」

は、別表のとおり可決されました。また、各区域の事業者より、事業状況の説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

■別表 役員一覧 

 

総
会
の
主
な
内
容  

・『令和６年度決算報告及び監査報告』 

・ 議案第１号『彩都東部地区地権者協議会役員の変更について』・・・原案可決 

・ 議案第２号『令和７年度活動計画及び予算計画』・・・・・・・・・原案可決 

・『東部地区各エリアの進捗状況等について』説明 
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第 1２回総会では、事務局より「都市計画変更の状況」について説明しました。令和６年度にと

りまとめました「彩都東部地区 今後のまちづくりの方向性（案）」を実現すべく、土地利用計画

及び造成計画の見直しに伴い、それに必要な都市計画変更の審議会を今年の７月３１日に実施し、

8 月 28 日に都市計画変更の告示がされました。以下に造成計画(案)及び土地利用計画(案)を示し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、D-1 区域につきましては、今年度冬の組合設立に向けて取組が進められております。D-2

区域につきましても同様に、今年度冬の施行認可に向けて取組が進められております。また、両区

域とも、令和８年春の工事着手を予定されております。 

その他の B、E、F 区域につきましては、具体的なスケジュールは未定ですが、事業化検討をは

じめ、地権者組織の組成などを段階的に進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 
■発  行：彩都東部地区地権者協議会 

■事務局：（窓口）茨木市都市整備部北部整備推進課  Tel:072-620-1609  

お願い（権利変動時のご連絡） 

彩都東部地区地権者協議会では彩都東部約 280ha 内の地権者等を対象に、事業化に向けた

取組みを行うことから、今後、相続や売買等により名義に変更が生じる場合は、下記事務局

までご一報いただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

造成計画(案) 土地利用計画(案) 

施 　  行 　  区  　 域  　 界
道　　　　　　　　 　　　　　　路
緑　　　　　　　 　　　　　　　地
公　   　　           　　　　　園
河  川 ・ 水  路 ・ 調  整  池
た  め  池  ・  配  水  池  等
既 存 施 設 （グ ラ ウ ン ド）
業　  務　 施　 設　 区　  域

広域・沿道型商業・業務区域
産　業　集　積　区　域　Ⅰ
産　業　集　積　区　域　Ⅱ

凡            例

tel:072-620-1609

